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10月４日、修道小学校で、修道保育所・小学校の合同運動会が開催されました。
小学生12人全員での一輪車の大車輪や、地域の人も大勢参加し、楽しい楽しい運動会になりました。
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入場行進

バルーン「ひょっこりひょうたん島」

ダブル玉入れ

リレーで小学生にバトンを渡します

一輪車の大技“大車輪”

ダンス　「イロトリドリ」

フープ電車に乗って走ったよ
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安芸太田病院職員採用試験のご案内

●試験職種、採用予定人員および受験資格

●採用試験（作文試験・面接試験）

●受付期間および受験案内

□期日／平成27年12月上旬から下旬（後日連絡します。）

□場所／安芸太田病院　

　試験職種 採用予定人数 受験資格

理学療法士 若干名

昭和61年４月２日以降に生まれた者（平成28年４月１日時点で29歳

以下。学歴は問いません。）ただし、理学療法士免許を有することを

条件とします。（資格取得見込みの者を含む。）

介護福祉士 若干名

昭和61年４月２日以降に生まれた者（平成28年４月１日時点で29歳

以下。学歴は問いません。）ただし、介護福祉士免許を有することを

条件とします。（資格取得見込みの者を含む。）

受付期間
平成27年10月26日（月）～
平成27年11月25日（水）

⑴郵送の場合は11月25日（水）必着とします。

⑵受付は午前８時30分から午後４時30分まで行います。

　（日曜日、土曜日および休日を除く。）

受験案内

安芸太田病院事務局で配布しています。

【郵送請求】希望者は、請求用の封筒に「受験案内請求」と朱書きし120円切手を貼っ

　　　　　　た返信用封筒（Ａ４封筒、郵便番号、住所、氏名を記入）を同封のうえ、

　　　　　　病院事務局へ郵送してください。

●申込み・問い合わせ

安芸太田病院事務局　人事担当　

〒731−3622 広島県山県郡安芸太田町大字下殿河内236番地　☎0826－22－2299

公的個人認証サービスの電子証明書の発行を受けているみなさまへ
　平成28年１月から、個人番号カードの交付および新たな電子証明書の発行が開始されます（初
回の交付・発行手数料はいずれも無料）。 交付申請が集中した場合、個人番号カードの作成に時
間がかかり、役場窓口での交付が遅れる可能性があります。場合によっては電子申告を行う時期
に交付が受けられないおそれがありますのでご注意ください。
　平成28年２月以降の確定申告時期に電子申告を予定されている方は、住民基本台帳カードに
搭載されている電子証明書の有効期間をご確認ください。電子証明書の有効期間が「すでに失効
している」もしくは「電子申告を行う予定日前に失効する」場合は、電子証明書の新規発行・更
新の手続きをお願いします。
　また、現在お持ちの住民基本台帳カードに搭載されている電子証明書の新規発行・更新を希望
される方は、本年12月22日（火）までに役場本庁・各支所住民生活課で手続きをしてください。
※更新手続きを行った場合は、現在の電子証明書は直ちに失効します。また、更新後の電子証明
　書の有効期間は手続きの日から起算して３年間です。
●問い合わせ先／住民生活課 ☎28−2116　加計支所 ☎22−1111　筒賀支所 ☎32−2121
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個人番号カードの交付申請について

　個人番号カードは本人が自ら申請することによって交付され、個人番号を証明する書類や本人
確認の際の公的な身分証明書として利用（※）でき、さまざまな行政サービスを受けることができ
るようになるICカードです。
（※）個人番号カードを身分証明書として取り扱うかどうかは、最終的には各事業者側の判断となりま
　　　すので、利用できない場合があります。

●個人番号カードの申請方法について
　個人番号カードの取得を希望される方は、下記のどちらかの方法により申請してください。
　①「個人番号カード交付申請書」に必要事項を記入し、顔写真を貼り付け、申請書の内容に間
　　違いがないかを確認し、送付用封筒に入れてポストへ投函してください。申請書は通知カー
　　ドと一緒に送付されるものをご使用いただくか、役場窓口でもお渡しできます。
　②パソコンやスマートフォンなどから申請用ＷＥＢサイトにアクセスし、画面にしたがって必
　　要事項を入力し、顔写真を添付して送信してください。
●個人番号カード申請時の注意点について
　・①の方法で申請される場合、申請書にあらかじめ記載されている氏名・住所等に変更がある
　　場合は、その申請書は使用できません。
　・顔写真について、指定の寸法や規格を満たしていないものは使用できません。
　・交付は役場本庁各支所の住民生活課です。

●サイズ（縦4.5㎝╳横3.5㎝）　
●最近６か月以内に撮影されたもの
●正面、無帽、無背景のもの
●裏面に氏名・生年月日を記入してください

●顔が横向き、左右に傾いているもの
●無背景でないもの、背景に影のあるもの
●正常時の顔貌と著しく異なるもの
●ピンボケや手振れにより不鮮明なもの
●帽子、サングラスをかけ人物を特定できないもの
●眼鏡などにより顔の一部が隠れているもの
●加工されているもの　など

●問い合わせ先／住民生活課 ☎28−2116　加計支所 ☎22−1111　筒賀支所 ☎32−2121

平成28年1月から希望する方に個人番号カードを交付します。
（初回の交付手数料は無料です。）

【おもて面】 【うら面】
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平成26年度各会計の決算状況
会　計　名 会計の内容 歳　　入 歳　　出

一 般 会 計 特別会計を除く町の全般的
な仕事をする会計です。 89億4,350万9千円 83億8,703万4千円

国民健康保険事業
特 別 会 計

国民健康保険の運営を行っ
ています。 11億748万2千円 10億6,743万7千円

後 期 高 齢 者 医 療
事 業 特 別 会 計

75歳以上の老人保健（老人
医療）の運営を行っていま
す。

1億4,625万8千円 1億4,191万6千円

介 護 保 険 事 業
特 別 会 計

介護保険の運営を行ってい
ます。 13億54万4千円 12億9,367万2千円

介護サービス事業
特 別 会 計

介護サービス事業の運営を
行っています。 1,241万7千円 1,241万7千円

住宅改修資金貸付
事 業 特 別 会 計

住宅新築および改修資金の
元利回収を行っています。 52万3千円 52万3千円

簡 易 水 道 事 業
特 別 会 計

簡易水道施設の管理運営を
行っています。 2億3,324万9千円 2億2,600万2千円

農業集落排水事業
特 別 会 計

農業集落排水施設の管理運
営を行っています。 1億4,909万3千円 1億4,696万4千円

特定環境保全公共
下 水 道 事 業
特 別 会 計

特定環境保全公共下水道施
設の管理運営を行っていま
す。

3億6,608万2千円 3億5,776万0千円

筒 賀 財 産 区
特 別 会 計

旧筒賀村の村有林を、財産
区として管理運営を行って
います。

2,688万9千円 2,688万9千円

病 院 事 業 会 計

収益的（事業などによって
利益を得ること）収支 19億6,991万2千円 23億1,997万7千円

資本的（事業をするのに必
要な元手）収支 11億1,670万5千円 12億1,134万0千円

　平成26年度における国の経済情勢は、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動減や、夏の

天候不順や災害の影響に加え、円安による輸入物価の上昇、さらには消費税率引上げによる影

響により、企業の業績は回復しているものの、個人への景気回復の実感が乏しいのが現状です。

　本町の平成26年度の決算状況を分析すると、一般会計歳入総額では前年度に比べ4億6千円、

4.7％の増となっており、経済対策や補助事業等による国庫支出金の大幅な増と、光ファイバー

網整備、安芸太田病院改修、小中学校施設整備事業等の大型事業が重なったことで、町債の大

幅な増が影響しています。

　一般会計歳出総額についても歳入に連動して、安芸太田病院改修や光ファイバー網整備、学

校改修等の大型の普通建設事業の執行により、2億5,480万7千円、3.1％の増となりました。

　今後の財政の展望では、普通交付税が平成27年度以降、５年間で合併算定替の段階的な措置

終了により大幅な減額となるため、平成26年度に策定した第二次長期総合計画に基づき、町民

と一体となったまちづくりをすすめ、基金や有利な補助財源の有効活用をしながら、行政のス

リム化と経費削減を行っていきます。

安
芸
太
田
町
の
財
政
状
況
を
公
表
し
ま
す

１

平成26年度決算に基づく財政状況
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歳入合計
89億4,375万円

平成26年度普通会計の内訳

地方交付税
43億729万円
（48.2%）

地方消費税交付金
8,507万円
（1.0%）

国庫支出金
5億8,817万円

（6.6%）

県支出金
8億3,326万円

　（9.3%）

町　債
14億4,087万円

　（16.1%）

町　税
9億102万円
（10.1%）

安芸太田町の財政状況

　地方財政状況調査（決算統計）は決算についての統計調査です。本町では、一般会計と特別会計のうち
の住宅改修資金貸付事業特別会計をまとめたものを普通会計といい、これ以降の数値やグラフは、平成26
年度の普通会計の地方財政状況調査に基づいて説明します。

　普通会計歳入総額は、前年度に比べ３億

9,956万5千円、4.7％増となり、歳出総額は

2億5,436万7千円、3.1％の増となりました。

　歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越すべ

き財源を除いた実質収支は、前年度と比較

して 1億2,862万5千円、34.9％の大幅な増

となりました。

　当該年度の実質収支から前年度の実質収

支を差し引いた、当該年度だけの収支を表

した単年度収支も、7,658万7千円、147.2

％の大幅な増となりました。

　積立金（貯金）は、財政調整基金に１億

8,477万1千円を、将来の財源確保として積

み立てました。

　単年度収支に実質的な黒字要素（財政調

整基金積立金及び地方債繰上償還金）を足

し、実質的な赤字要素（積立金取崩し額）

を控除した実質単年度収支は3億1,339万6

千円の黒字となりました。

区　　　　分 普通会計決算額

歳 入 総 額 89億4,374万7千円

歳 出 総 額 83億8,727万2千円

歳 入 歳 出 差 引 額 5億5,647万5千円

翌年度へ繰り越すべき財源 5,905万0千円

実 質 収 支 4億9,742万5千円

単 年 度 収 支 1億2,286万5千円

積立金（財政調整基金） 1億8,477万1千円

繰 上 償 還 金 0円

積 立 金 取 崩 し 額 0円

実 質 単 年 度 収 支 3億1,339万6千円

地方財政状況調査でみる財政状況（普通会計）　　2

依存財源
73億3,363万円

（82.0%）

自主財源
16億1,012万円

（18.0%）

その他の収入
1,941万円
（0.2%）

地方譲与税
5,956万円
（0.6%）

諸収入
1億739万円

（1.2%）繰越金
4億1,128万円

（4.6%）

使用料及び手数料
6,478万円
（0.7%）

繰入金ほか
1億2,565万円

（1.4%）

町税など自主的に
収入する財源は18%しか
なく、82%を国や県から
の収入に頼っています。

歳入内訳
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歳出合計
83億8,727万円

歳出合計
83億8,727万円

公債費
10億245万円
（12.0%）

民生費
14億8,739万円

（17.7%）

投資及び出資金･貸付金
3,424万円
（0.4%）

議会費
7,271万円
（0.9%）

商工費
2億8,881万円

（3.4%）
消防費

3億8,374万円
（4.6%）

繰出金
8億4,703万円

（10.1%）

農林水産業費
5億1,527万円

（6.1%）

維持補修費
6,805万円

　　（0.8%）  　　

教育費
6億3,625万円

　　（7.6%）  　　

補助費等
19億324万円 
（22.7%）

衛生費
11億4,271万円 

（13.6%）

普通建設事業費
14億1,106万円

（16.8%）

土木費
9億1,311万円

（10.9%）

物件費
10億3,210万円

（12.3%）
公債費

10億245万円
（12.0%）

人件費
13億916万円
（15.6%）

総務費
18億6,979万円

（22.3%）

災害復旧事業費
2,967万円
（0.3%）

災害復旧費
2,967万円
（0.4%）

億円
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H20

町の貯金（基金）と借金（町債）の状況（普通会計）
　普通会計の借金の現在高は、103億6,994万円となり、前年度より5億6,106万円の増加となりました。
　増加した要因として、平成26年度において安芸太田病院改修、光ファイバー網、学校改修等の大型事業
を行ったことにより、14億4,087万円の起債（借金）を行ったため、平成26年度決算における町債償還（借
金返済）額の8億7,981万円を上回ったためです。
　ただし、現在借入をしている町債は、元利償還額の70％が国からの普通交付税で交付される過疎債や合
併特例債などの財政的に有利な町債を優先的に活用しており、借入現在高の約70％が国からの地方交付税、
残りの30％が町税等の自主財源で負担していくことになります。
　一方、町の貯金（基金残高）は全体で45億4,357万円となり、前年度より1億3,276万円増加しました。
　町では、基金残高や町債の返済計画、財政指標を注視し、今後も持続可能で効率的な財政運営に努めます。

3

H21 H22 H23 H24 H25 H26

　借金（町債）現在高　　貯金（基金）現在高

目的別歳出内訳 性質別歳出内訳
労働費

4,537万円
（0.5%）

扶助費
4億8,454万円

（5.8%）

積立金
2億6,573万円

（3.2%）

【性質別経費】
　人件費／職員給与や議員・委員報酬など　公債費／町債（借金）の償還（返済）経費　扶助費／社会保障制度上の経費
　補助費等／団体や病院への補助金や負担金　物件費／消耗品・委託料・臨時職員賃金など　繰出金／特別会計への支出
　維持補修費／道路橋梁・公共施設の維持管理費　積立金／基金への積立（貯金）
　普通建設事業／道路橋梁・公共施設の建設改良費
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安芸太田町の財政状況

　平成19年に公布された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、平成19年度決算から
財政指標（健全化判断比率と資金不足比率）を議会に報告し、公表することが義務づけられました。その
指標が法律の定める基準を超えた場合は、自主的な改善努力による財政早期健全化、あるいは国の関与に
よる確実な財政再生をしなくてはならないとされています。
　実質赤字比率、連結赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率（以上の４指標をまとめて「健全化判断
比率」といいます。）、資金不足比率の５指標です。各指標の説明は、下にある比率の説明をご覧ください。
　平成26年度決算に基づく安芸太田町の健全化判断比率と資金不足比率は下の表のとおりで、いずれも早
期健全化基準を大きく下回っています。
　しかしながら、税収は近年減少傾向が続いており、国・県からの依存財源の比率も高いままです。今後
の大型事業における起債などにも留意して、更なる財政の健全化運営に取り組んでいきます。

財政健全化判断比率の状況　4

平成26年度決算に基づく健全化判断比率

平成26年度決算に基づく資金不足比率

区　　　分 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

健 全 化 判 断 比 率 − − 11.4％ 92.8％

早 期 健 全 化 基 準 14.93％ 19.93％ 25.0％ 350.0％

財 政 再 生 基 準 20.00％ 30.00％ 35.0％ −

参考／前年度数値 − − 12.1％ 87.8％

区　　　分
公営企業法適用企業 公営企業法非適用企業

病 院 事 業 会 計 簡易水道事業会計 農 業 集 落 排 水
事 業 会 計

特定環境保全公共
下 水 道 事 業 会 計

資 金 不 足 比 率 いずれも資金不足無し

経 営 健 全 化 基 準 20.0％

【実質赤字比率】
　一般会計等を対象とした実質的な赤字の標準財政規模（町の一般財源の標準的な規模）に対する比率です。
　14.93％以上（早期健全化基準）で財政健全化団体に、20％以上（財政再生基準）で財政再生団体になりま
　す。（全国で対象団体なし）
【連結実質赤字比率】
　全会計を対象とした実質的な赤字の標準財政規模に対する比率です。19.93％以上で財政健全化団体に、40
　％以上で財政再生団体になります。（全国で対象団体なし）
【実質公債費比率】
　一般会計等が負担する起債の元利償還金等の標準財政規模に対する比率です。18％以上（全国で25団体、
　県内で１団体）で公債費適正化計画の策定、25％以上で財政健全化団体（全国で１団体）になり一部の起債
　発行が制限され、35％以上で財政再生団体（全国で１団体）になり、多くの起債発行が制限されます。
【将来負担比率】
　地方債の残高など一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率です。350％以上
　で財政健全化団体（全国で１団体）になります。
【資金不足比率】
　公営企業会計における資金不足について、公営企業の事業規模に対する比率（赤字や負債指数等）を表した
　ものです。
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　財政構造の弾力性を判断するための指標で

す。

　地方税や交付税など使い道を制限されず、

毎年収入がある一般財源に対して、人件費、

扶助費（社会保障費）、公債費（借金返済）な

ど、毎年必ず支出される義務的な支出との割

合（一般家庭で例えるとエンゲル係数）です。

　この割合が低いほど、財政力にゆとり（突

発的な事態で対応できる）があることを示し

ています。

　安芸太田町は数値が高く、財政力にゆとり

が少ないことがわかります。

（県内平均94.0％）

経常収支比率

財政力指数

実質公債費比率

経常収支比率

実質公債費比率

財政力指数

　県知事が市町の起債の許可基準となる指標

で、18％を超えると、起債をするためには県

知事の許可が必要となります。

　町の借入に対する返済額である町債の元利

償還金等が、特定の使途が決まっていない一

般財源に対する割合を示す割合（一般家庭で

例えると、ローンの固定返済額が、使い道が

決まっていない給料などの収入に対しての割

合）です。

　安芸太田町は平成22年度に18％を下回り、

現在も減少で推移しています。

（県内平均11.7％）

　普通交付税算定基礎となる基準財政収入額

（標準的な税収入で算定された額）を基準財

政需要額（自治体運営を行うために必要とな

る標準的な経費）で割って得た数値で、１に

近いほど収入額が多く、財源に余裕があるこ

とになります。

　安芸太田町は税収等に乏しく、地方交付税

や国・県からの交付金に依存しており、数値

が低いことがわかります。
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100.299.9
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●
0.251
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0.260
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0.261
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H21

●
97.4

　財政運営のバロメーターとなる経常収支比率、公債費に関する財政指標の推移は下記のとおりです。
　合併直後は、新町建設事業により事業費が多額に上ったことで財政指標が悪化していましたが、財政健
全化計画に基づいた行財政改革による行政経費の削減や、国の経済対策に伴う国庫支出金の増、普通交付
税の増などの相乗効果により、近年では数値が改善しています。
　しかしながら、少子高齢化が進行しているため税収等の自主財源に乏しく、中山間地特有の扶助費（社
会福祉費）や維持管理費等の経常経費の割合が高いことに変わりはありません。

財政指標の推移5

H22 H23 H24 H25 H26

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26
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0.212 0.212
0.207

●

● ●
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●
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●

●

19.9

18.0

●
20.1

●
19.3

●
18.2

●
16.3

●

●

●

●

14.7

12.9
12.1

11.4

85.6
87.3

安芸太田町の財政状況
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安芸太田町ヘルスツーリズム推進協議会（商工観光課）
〒731−3664 広島県山県郡安芸太田町大字上殿632−2
TEL：0826−28−1961 FAX：0826−28−1843　
E-mail：kanko@akiota.jp 検索もりみんの森

森コン ～森でつながるであいがある～

安芸太田町ヘルスツーリズム推進協議会通信

　９月27日、深入山で森の婚活イベント「森コン」を開催しました。
　今回は、広島県中小企業団体中央会が主催で合計52名が参加し、
盛大に開催することができました。また、安田女子大学の学生の協力
得て、森の中で楽しく会話のできるメニューの考案と明るい雰囲気作
りで素敵な出会いをサポートしていただきました。
　このイベントで11組のカップルが成立し、改めて森をフィールドに
した人と人を繋ぐプログラムの有用性を実証することができました。

◎森でのメニュー例
←①森の中で写真と同じポーズを撮ろう！
　②しめ縄の前で相性チェック
　③腹式呼吸でリラックス
　④「あなたはアウトドア派？インドア派？」などの看板で話題提供。
　⑤この木に名前を付けるとしたら？「○○さん」　などなど

森コン ～森でつながるであいがある～

安芸太田町で「がんばる事業者さん」を応援します!

今回ご紹介するのは、栗
くり

栖
す

一
かず

綱
つな

さん　株式会社 ZENITH  BLUE

～がんばるビジネス応援補助金～

　神奈川県でゲームソフト開発の会社を興
おこ

す。栗栖さんはゲーム開発を担当。光回
線が入ることで当町でも仕事ができることになったのを機会に栗栖さんの開発部門
を当町に移設し、栗栖さんご自身も当町へ移住されました。そして、製作していた
ゲームソフト「巫剣神威控」PS4 版、XBOX ONE 版が近日発売になるそうです。
〈栗栖さんの会社の記事〉
　http://www.famitsu.com/news/201509/08088021.html#page02

《それではインタビューのコーナー》
①安芸太田町で起業しようと思ったきっかけ
　インターネットがあれば事業が行えるようになり、
　両親も高齢になったため、実家の安芸太田町に移
　住することを決断しました。
②安芸太田町の感想
　新鮮な野菜を食べる機会も増え、都会では味わえ
　ないご近所付き合いも体験することができました。
　移住してきて良かったと思っています。
③がんばるビジネス応援補助金を使ってみて
　建物の老朽化もあったため、新天地で活動する際、
　補助金の支援をいただき、非常に助かりました。

④今後の目標
　まだ企業して２年目で前途多難なのですが、
　今後も事業を継続できればと思っています。
⑤今後、企業される方へ、ひとこと
　都会に比べて不便な面もあるのですが、家賃
　が安く、インターネットも完備されています
　ので、ネットを中心に活躍している方であれ
　ば、移転されることはお勧めだと思います。
　また、ここでしか、味わえない自然体験もあ
　るので、興味がある方は良いと思います。

●問い合わせ先／商工観光課　☎28−1961

町では町内において新たな起業・新分野への進出・
事業継承・IT活用ビジネスの４つの分野において事
業をされる方を応援します。



第４５回山県郡中学校新人体育大会
　10月３～４日、山県郡中学校新人体育大会が郡内体育施設各所で開催されました。

　主な大会結果は次のとおりです。

◇軟式野球

　３位　加計・筒賀・戸河内中合同チーム

◇男子バレーボール

　２位　加計中

◇ソフトテニス

　団体　３位　加計中

　個人１年　２位　栗栖花衣・池野春菜（加計中）

◇卓球

　男子団体　３位　加計中

　女子団体　２位　加計中　　３位　戸河内中

　男子個人１年　３位　冨樫　晴琉（加計中）

　男子個人２年　１位　菊谷　真極（戸河内中）

　女子個人２年　３位　武本　英莉（加計中）

　　　　　　　　３位　河野　佳歩（戸河内中）

◇剣道

　女子団体　１位　戸河内中

　女子個人１年　３位　佐々木京華（戸河内中）

　女子個人２年　３位　石井　郁奈（戸河内中）

広島県学校給食表彰受賞
　筒賀小学校の亀

かめ

川
がわ

吉
よし

美
み

栄養教諭が、平成27年度広島県学校給食表彰を受賞

されました。

　この賞は、学校給食の普及と充実に関して優秀な成果をあげた個人や共同

調理場等を表彰するものです。

　亀川栄養教諭は，これまで子どもの食生活の充実に努められ、祇園坊柿な

ど地場産物を用いたメニューの開発や、児童生徒に向けたレシピの紹介、保

護者・地域住民への発信の場として町内の食料品店等の協力を得てレシピ集

を配布するなど、意欲的な取組が評価されました。

　10月５日、千代田運動公園で、

郡内16小学校の５・６年生402

名が一堂に会し、山県郡陸上記

録会が開催されました。

　午前は50ｍ走とソフトボール

投げ、走り幅跳び、午後からは

４×100 ｍリレーが行われ、子

ども達は全力で取り組みました。

　４×100ｍリレーの主な結果

は、次のとおりです。

◇混成の部

　２位　修道小６年Ａ

　３位　殿賀小６年

戸河内中剣道部
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山県郡小学校陸上記録会

今回、町内３中学校野球部が『合同チーム』で参加しました

開会式 50m走

修道小学校 殿賀小学校
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けんみん文化祭ひろしま‘１５

民謡民舞の祭典優秀賞受賞!!
　９月13日、安芸郡坂町で開催されたけんみん文化

祭ひろしま‘15 分野別フェスティバル民謡民舞の祭

典に広島県民踊協会加計川北支部の皆さんが芸北地

区代表として参加されました。

　日ごろの練習の成果を存分に発揮され、多くの観

客を魅了し、見事、優秀賞を受賞されました。

おめでとうございます。

第９回
安芸太田ウォーキング大会

　10月11日に第９回安芸太田ウォーキング大会in

深入山が行われ、町内外から916名の方の参加が

ありました。

　大会に参加された方、スタッフとして大会を盛

り上げてくださった方、本当にありがとうござい

ました。

平成27年
11月・12月は、
地方税納税推進
強化月間です。

●問い合わせ先／広島北税務署　☎082−814−2357

源泉所得税の年末調整説明会

11月11日～17日は「税を考える週間」
◎国税庁のホームページでさまざまな情報を提供しています。http://www.nta.go.jp

平成27年分の年末調整の仕方と法定調書等の提出方法について

■日時／11月12日（木）13:30～15:30
■場所／川・森・文化・交流センター

相続税法が改正されました
相続税は、個人が被相続人（亡くなられた人のこと
をいいます。）から相続などによって財産を取得し
た場合に、その取得した財産に課される税金です。

相続税の基礎控除額が引き下げられました 「相続税についてのご相談」は…
●電話相談センターをご利用ください！
　最寄りの税務署へ電話していただき、自動音
　声によりご案内しますので、「１」を選択し
　た後、相談内容に応じて番号を選択すると、
　電話相談センターにつながります。
●税務署でのご相談は、電話での事前予約を
　お願いします。
　申告のための具体的な計算方法等について、
　税務署での面接による個別相談を希望される
　場合は、事前予約制とさせていただいており
　ます。あらかじめ税務署に電話で面接日時を
　ご予約ください。（自動音声に従って「２」
　を選択してください）

　平成25年度税制改正により、平成27年１月１日以後に
相続または遺贈により取得する財産に対する相続税につい
て、基礎控除額の引下げなどの改正が行われました。

〈相続税の基礎控除額の引下げ〉
【改正前】
　5,000万円＋（1,000万円╳法定相続人の数）
【改正後】
　3,000万円＋（600万円╳法定相続人の数）

※被相続人から相続または遺贈によって財産を取得した人それぞれ
　の課税価格の合計額（相続財産等の合計額）が、遺産に係る基礎
　控除額を超える場合に、その財産を取得した人は、相続税の申告
　をする必要があります。
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消費生活ホットライン

●マイナンバーの通知や利用手続き等で、国や自治体の職員が家族構成、資産や年金
　・保険の状況等を聞くことはありません。
●不審な電話は、すぐに切り、来訪の申し出があっても断ってください。
●万が一金銭を要求されても決して支払わないようにしましょう。
●少しでも不安を感じたら、すぐにお近くの消費生活センター（消費者ホットライン
　188）や警察等に相談してください。
※なお、マイナンバー制度の仕組みなど全般については、マイナンバーの専用コール
　センター0570－20－0178にて受け付けています。

産業振興課（役場本庁東館1階）☎28－1973安芸太田町消費生活相談所
（県庁）　☎082－223－6111広 島 県 生 活 セ ン タ ー

皆さんも

気をつけて!

ひとこと
助言

平成27年度
お金のトラブルとこころのケアに関する無料相談ウィーク
　広島県多重債務者対策協議会は、関係機関と協力して、国の多重債務者相談強化キャンペーン2015
（９月〜12月）に合わせ、平成27年11月に、平成27年度「お金のトラブルとこころのケアに関する
無料相談ウィーク」を開催します。

●開催日時／11月24日（火）～11月27日（金）13:00～15:00
　　　　　（予約受付９:00～17:00まで）※11月27日の受付は14:00まで
●会場／広島県消費生活センター（広島市中区基町6−27）
●定員／16人（１日４人）
●問い合わせ・申し込み／広島県生活センター　☎082−223−6111

マイナンバー制度に

便乗した詐欺に注意
事例1

事例2

　「マイナンバー制度の導入に伴い、個人情報を
調査中である」と言って、女性が来訪し、資産や
保険の契約状況などを聞かれた。本当に行政機関
がそのような調査をしているのか。

　若い男性から「マイナンバーが順次届いており、
みんな手続きをしているが、あなたは手続きした
か」との電話があった。「まだしていない」と答
えると、「早く手続きをしないと刑事問題になる
かもしれない」などと言われ、不審に思った。

◇面談相談
　相談員と弁護士または司法書士が同席して面談
　します。

◇こころのケア相談
　多重債務者の精神面を支えるため、各会場で、
　希望者に対してこころのケア相談を行います。



隊員だより

「地域おこし協力隊」
は、都市部で生活する
方々など地域外の人材
を過疎地域の新たな担
い手として受け入れ、
地域力の維持と強化を
図る取り組みです。　
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ブログ→http://kyoryokutai.akioota-navi.jp　
フェイスブック→akiota.kyoryokutai
ツイッター→@akiota_chiiki

インターネットで

協力隊情報をゲット！

「道の駅活性化＝地域活性化」

　皆さん、こんにちは。道の駅来夢とごうち担当の河野です。

　広報７月号で簡単に自己紹介をさせていただきましたが、私は昨年まで北九州で

約５年間、鉄鋼関係の仕事をしており、主に鉄鋼品の「モノづくり」として製造管

理をしていました。

　現在は、道の駅活性化ミッションの１つである「産品開発」で同じ「モノづくり」

をさせてもらっています。そして今回、祇園坊柿の余剰品・規格外品を利用した産

品開発として「祇園坊柿ジェラート」開発業務を担当していま

す。私は販売に向けたパッケージデザイン制作や生産体制に向

けての最終調整などに携わりました。「モノづくり」としての

基本的な流れは同じですが、「鉄」から「食べ物」とジャンル

が全く異なり、前職では経験していないことが多く、自分自身

とても勉強になっています。

　中でも大きく違ったことはスタートラインです。前職では設

計をしていなかったので、完成された「図面」を客先に支給し

てもらい、それをゴールに品質、予算および工程のバランスを

考えて製造の管理をしていました。しかし、今回の産品開発で

は、素材（材料）こそあるものの完成された「図面」が無い状

態からのスタートです。従って、自分たちで何を誰に対して売

りたいのか、どういった想いを込めて売っていきたいのかなど、さまざまな検証をして「完成図面」

を設計していかなければなりません。

　私は今回３年がかりのプロジェクトを途中から担当しています。先程述べた取組みやプロジェクト

に対する想いや背景、そして町民の方の「祇園坊柿」に対する想いも理解することができました。

　さらにパッケージデザインの公募では町内だけでなく

町外の方からも多数の作品をいただきました。そして、

みんなの想いが詰まった祇園坊柿ジェラート「みんなの

きぼう」が、いよいよ10月31日から道の駅来夢とごう

ちで販売開始（同時にお歳暮ギフト受付開始）しました。

　販売開始後の売上状況や評価等のさまざまな検証、こ

れも前職ではほとんどやっていなかったことの一つです。

　上記に述べたことを含めて、前職とは全く違う畑で

日々新鮮な刺激を受けています。地域おこし協力隊とし

て半年経ちましたが、今後も前職の経験を活かしつつ

「道の駅活性化＝地域活性化」に取り組んでいきます。

河野隊員

安田女子大学でのデザイン選出前の様子
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パッケージデザイン表彰式前の様子



地域みんなで加計高校の魅力発信

【教育委員会・地域づくり課】

◆◆GO!GO!加計高通信　第19号◆◆

ご
連
絡
先

昭和57年〜昭和59年製の
トヨトミ石油ファンヒーターを探しています

　射撃部２年生の庄野静真君と武本真依さんが和歌山県で行われた、第70回国民体育大会・紀の国
わかやま国体2015ライフル射撃競技に出場しました。加計高校射撃部の国体出場は８年連続です。
　広島県の代表として２名とも全力を出しきりました。庄野静真君はビームライフル立射60発で見
事８位入賞を果たし、加計高校に賞状を持ち帰りました。
　2020年東京開催のオリンピックへの出場が期待されます。これからもご声援よろしくお願いし
ます！

　10月10日、２学期の大きな行事である体育祭が秋晴れの中
開催されました。
　小坂町長様をはじめとする多数のご来賓の皆さんにもご列席
いただきました。集団行動や応援合戦、加計高ソーランなど練
習を重ねてきた集団演技はすばらしい迫力でした。騎馬戦など
その他の競技も白熱し、大きな盛り上がりを見せました。　
　ＰＴＡの方々には21日に行った清掃活動にもご協力していた
だき、本当にありがとうございました。

☆射撃部 紀の国わかやま国体出場＆庄野選手入賞

☆体育祭
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広告

上記期間に製造された製品には、現在、取り付けが義務化されている安全装
置が装着されておりません。誤った使用方法により、事故が起こる可能性が
あるため、1986年（昭和61年）より自主交換を行っております。

0120－104－154
株式会社

現在の石油ファンヒーターはPSCで定められた
安全装置が全機種についております。

〒467−0855 名古屋市瑞穂区桃園町5番17号

※お客様よりお知らせいただきました個人情報は、
　商品の交換目的以外には使用いたしません。

LCR-3タイプ LS系タイプ

対象
機種

型番
表示部

LCR−3・LCR−3−1
LS−3・LS−3−1・LS−6

フリーコール

広島県最低賃金は

●問い合わせ先
　広 島 労 働 局 賃 金 室　☎082−221−9244
　広島北労働基準監督署　☎082−812−2115

平成27年10月1日から

769円です。時間額



安芸太田町観光協会（tourism association）通信 第52号

広島県山県郡安芸太田町大字上殿632番地2（道の駅来夢とごうち内）　☎28−1800

　町の財政支援、砂谷牛乳と安田女子大学の技術支援を得て、

殆ど廃棄されてきた祇園坊柿の規格外・キズモノ・軟化果実を

ペースト化した後、安定的に高級ジェラート（イタリア風アイ

ス）を製造することに初めて成功した、言わば『これまで捨て

られていたものがお金に変わる』取組みである『祇園坊ジェラ

ート（商品名：みんなのきぼう）』の一般発売に先立ち、町内全

小・中学生および加計高校生に無償提供しました。

　町の未来を託すに値する祇園坊柿の新たな展開を、町の未来

を担う児童・生徒達に食べてもらうことで、祇園坊柿の素晴ら

しさや将来性に関心を持ってもらうことが目的です。

　なお、本品は町内初の『ふるさと応援寄付金（町内の児童・

生徒育成支援）』付商品で、１個に付き18円が、寄付金となり、

町内の子ども達の育成支援に使われます。つまり、町の宝であ

る子ども達そして『祇園坊柿』を支える決意を明確にした商品

なのです。

　なお、本品は10月31日より道の駅で販売を開始します。（当

面は個数限定販売）併せて、お歳暮セット（６個入り、2,600円

税込、送料別）を限定100セットで試験販売します。

　詳細は観光協会（☎28−1800）へお問い合わせください。

　広島県チャレンジフォーラム2015（県内自治体の創意工夫により“住民満足度”の向上に挑戦する取組

みについて、県市町が連携して発信することで県民の行政に関する関心を高め、自治体間で共有すること

による更なる住民サービスの向上等を目的とした事業）で当町『チョコちゃんプロジェクト』が、大竹市

や神石高原町の取組みとともに、地方創生の『好例』として選定され、10月14日の発表会では関係町民に

よる発表が行われました。他地域が、町外出身者の代表者中心で発表するなか、当町は関わった全員が分

担して、発表するなど、あくまでみんなでプロジェクトを支えていることを強調しました。

　このことから、町民一人ひとりの強みを組合せ、不足部分は町外協力者の助力を得ることによって、大

きな流れになることを証明できたと確信します。

　そして、町外出身町民が、町民と町外協力者を繋ぐ役割を担えることを証明できたと確信します。

　単に『売れた。有名になった。』ことのみならず、当町を含む過疎地での有効なプロジェクト、運営の

あり方を示すことが出来たことこそ、チョコちゃんプロジェクトの本当の成果なのです。

　今回、発表会にご参加くださった町民の皆さんに対し、心から敬意と感謝を申しあげます。　

◆新名物『祇園坊柿ジェラート（商品名：みんなのきぼう）』を町内児童・生徒全員
　へ無償提供しました!!

◆広島県チャレンジフォーラムで、祇園坊柿『チョコちゃん』の取組みを発表し
　ました。
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この事業はtotoの助成を
受けて実施しています。

安芸太田町総合型地域スポーツクラブ安芸太田町総合型地域スポーツクラブ
　安芸太田町総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会では、町民
の皆さんがさまざまなスポーツを気軽に楽しんでいただけるよう、
今年度プレイベントを行っています。

□日　　時／平成27年11月28日（土）10:00～15:00
□集合場所／ぷらっとホームつなみ　10:00集合
□対 象 者／小学１年生以上　□参 加 料／1,000円　
□参加方法／11月25日（水）までに下記申込先へお願いします。
□案 内 人／安芸太田町里山ガイド ･ 森林セラピスト　岡

おか

　尚
しょうそう

三さん

□日　時／平成27年11月24日（火）19:00～21:00
□場　所／川・森・文化・交流センター １Fやまびこホール
□指導者／広島県フォークダンス連合会　講師
□対象者／どなたでもご自由にご参加ください。
□準備物／運動できる服装・タオル・水筒
□参加料／100円（保険料）　

●問い合わせ・申込先／安芸太田町総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会
　　　　　　　　　　　教育委員会生涯学習課　☎22−1212

フォークダンス教室

津浪丸山 登山教室

～地元整備の山頂ベンチで晩秋の里山を満喫～

　猫が好きな人たちばかりいるとは限りませんし、野良猫にエサを与えると飼い主のいない不幸な子猫を
ますます増やしてしまい、結果的に地域の方々に迷惑をかけることになります。
　近隣の方々に迷惑をかけないよう、屋内で飼う・不妊去勢手術を受けさせる等の気配りと正しいしつけ
をして、責任をもって飼いましょう。

「庭にフンをされて困っている」「鳴き声が気になる」
「ごみを荒らされる」「家に入り込み悪さをする」など
といった猫に関する苦情が多く寄せられています。

※動物を捨てることは法律違反です。

※エサを与えるだけでなく責任をもって飼いましょう。

☆猫を捨てないでください！

☆無責任に、野良猫にエサを与えないでください!

　屋内で飼うことをお勧めします。

　飼い猫は首輪を付けましょう。

　不妊去勢手術を受けさせましょう。
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ペレットストーブ等購入促進補助金
　安芸太田町では、二酸化炭素の追加的排出を伴わないバイオマスエネルギーの利活用を推進

し、地球温暖化防止対策、森林の多面的機能の向上、地域資源循環システムの構築および木材

関連事業の活性化に寄与するため、ペレットストーブ・薪ストーブを購入される際にその経費

の一部を予算の範囲内で補助します。

補助の内容

補助対象者

補助対象経費

申請時に必要な書類

◎次の機器の購入、設置などの経費の1/3（上限20

　万円）

　【対象となる機器】

　　・ペレットストーブ　・薪ストーブ

◎次の要件の内①〜⑥については全て、⑦⑧につい

　てはいずれかを満たす方

①町内に住所を有する方、または事務所がある法人

　・団体であること

②ストーブの設置場所が町内であること

③町税、納付金等を滞納していないこと（個人設置

　者は世帯員全員）

④町が行うモニター調査及び事例発表等の啓発事業

　に協力できること

⑤設置するストーブを含む設備は未使用であること

⑥補助金交付決定後に購入、設置し、補助金交付年

　度内に完了すること

　※交付決定前に購入、設置された場合は、原則と

　　して補助金交付対象となりません

⑦木質ペレットは町内産原料を町内販売事業所から

　購入すること（設置から最低３年）

⑧薪は町内産を使用すること（設置から最低３年）

◎対象となる機器本体の購入経費および設置な

　らびに配管に係る直接的経費

　※ただし、その額が10万円以上であること

・安芸太田町ペレットストーブ等購入補助金交

　付申請書

・補助対象経費の内訳が明記されている見積書

　の写し

・設置機種のカタログ

・町税等に未納がないことを証明する書類

　※個人で申請される

　　場合には、20歳以

　　上の世帯員すべて

　　の方のものが必要

　　です。（個人情報

　　閲覧に関する同意

　　書を提出された場

　　合は証明書の提出

　　は不要です。）

●問い合わせ先／産業振興課　☎28−1973

猫よけ器の貸出しについて
町では野良猫等でお困りの方に猫よけ器（超音波を
発生させることにより、猫を遠ざける効果を有する
器具）の貸出しを行っています。（広報10月号参照）

◇貸出し対象者：町に住所を有する人で、自己の所有地での猫に
　　　　　　　　よる糞尿等の被害を防止したい人。
◇貸出個数：1セット
　　　　　　（ガーデンバリア１個・ガーデンバリアミニ１個）
◇貸出場所：役場住民生活課・加計支所・筒賀支所・安野出張所
　　　　　　（数に限りがありますので、貸出中は待っていただ
　　　　　　くことがあります。）
◇貸出日数：15日を上限とします
◇注意事項：電池は自己負担でお願いします。
　　　　　　ガーデンバリア　　　単１電池４本
　　　　　　ガーデンバリアミニ　単２電池４本 左…ガーデンバリアミニ　右…ガーデンバリア

●問い合わせ先／住民生活課 ☎28−2116　加計支所 ☎22−1111　筒賀支所 ☎32−2121
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国語　小学校５年生

国語　中学校２年生

理科　小学校５年生 算数　小学校５年生
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国語全体

理科全体 算数全体
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タイプⅠ

タイプⅠ

タイプⅠ タイプⅠ

■広島県　　■安芸太田町

■広島県　　■安芸太田町

■広島県　　■安芸太田町 ■広島県　　■安芸太田町

タイプⅡ

タイプⅡ

タイプⅡ タイプⅡ

73.4

82.3

60.6
69.3

78.3

75.7

69.7
78.5

78.0

85.2

65.0

79.3

58.3

64.8

55.0
49.4

53.1

70.5

50.5

37.5

　

今
年
６
月
に
実
施
し
た
広
島
県
「
基
礎

・
基
本
定
着
状
況
調
査
」
の
結
果
に
つ
い

て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
広
島
県
内
の
す
べ
て
の

小
学
校
５
年
生
、
中
学
校
２
年
生
を
対
象

と
し
て
広
島
県
教
育
委
員
会
が
毎
年
行
っ

て
い
る
も
の
で
す
。

　

小
学
校
５
年
生
は
国
語
、
算
数
、
理
科
、

中
学
校
２
年
生
は
国
語
、
数
学
、
理
科
、

英
語
に
つ
い
て
、「
基
礎
的
・
基
本
的
な

学
習
内
容
」
に
関
す
る
問
題
タ
イ
プ
Ⅰ
と

「
実
生
活
な
ど
で
活
用
す
る
力
」
に
関
す

る
問
題
（
タ
イ
プ
Ⅱ
）
と
し
て
実
施
さ
れ

ま
し
た
。

　

国
語
・
算
数
・
理
科
の
３
教
科
に
お
い

て
、
タ
イ
プ
Ⅰ
の
「
基
礎
的
・
基
本
的
な

学
習
内
容
」
の
平
均
通
過
率
が
60
％
を
超

え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
お
お
む
ね
基
礎
的

な
学
力
は
定
着
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
ま
た
、
算
数
は
県
平
均
を
上
回
り
ま

し
た
が
、
国
語
と
理
科
は
、
県
平
均
を
下

回
り
ま
し
た
。

　

一
方
、
タ
イ
プ
Ⅱ
の
「
活
用
」
の
問
題

で
は
、
３
教
科
と
も
平
均
通
過
率
が
60
％

を
超
え
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
教
科
で
学

習
し
た
知
識
・
技
能
を
実
生
活
や
学
習
の

さ
ま
ざ
ま
な
場
面
に
活
用
す
る
力
な
ど
に

課
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、

３
教
科
と
も
県
平
均
を
下
回
り
ま
し
た
。

　

国
語
・
数
学
・
英
語
に
お
い
て
は
、
タ

イ
プ
Ⅰ
の
「
基
礎
的
・
基
本
的
な
学
習
内

容
」
の
平
均
通
過
率
が
60
％
を
超
え
て
い

る
こ
と
か
ら
、
お
お
む
ね
基
礎
的
な
学
力

は
定
着
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

一
方
、
理
科
は
県
全
体
で
も
、
タ
イ
プ

Ⅰ
・
Ⅱ
と
も
に
平
均
通
過
率
が
60
％
を
超

え
て
お
ら
ず
、
知
識
・
技
能
を
実
生
活
や

学
習
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
に
活
用
す
る
力

な
ど
に
課
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

小
学
校
５
年
生

中
学
校
２
年
生

広島県「基礎・基本定

着状況調査」の結果を

お知らせします。
教育委員会

※
通
過
率　
正
答
・
準
正
答
を
含
め
た
割
合（
％
）
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平日、１日にテレビやゲームを見る時間
（中学校２年生）

本を読むのが好き（中学校２年生）

平日、１日にテレビやゲームを見る時間
（小学校５年生）

本を読むのが好き（小学校５年生）

数学　中学校２年生

安芸太田町

安芸太田町 安芸太田町

安芸太田町

広 島 県

広 島 県 広 島 県

広 島 県

100

80

60

40

20

0

0％ 0％

0％ 0％

20％ 20％

20％ 20％

40％ 40％

40％ 40％

60％ 60％

60％ 60％

80％ 80％

80％ 80％

100％ 100％

100％ 100％

数学全体

70.4

タイプⅠ

■広島県　　■安芸太田町

タイプⅡ

71.1 74.2 75.0

57.2

理科　中学校２年生
100

80

60

40

20

0
理科全体

50.2

タイプⅠ

■広島県　　■安芸太田町

タイプⅡ

50.3 51.0 49.2 49.1 51.9

57.6

英語　中学校２年生
100

80

60

40

20

0
英語全体

68.2

タイプⅠ

■広島県　　■安芸太田町

タイプⅡ

74.3 70.2
76.3

60.6
66.7

　

ま
た
、
国
語
・
数
学
・
英
語
の
三
教
科

に
お
い
て
タ
イ
プ
Ⅰ
・
タ
イ
プ
Ⅱ
と
も
に

県
平
均
を
上
回
っ
て
い
ま
す
。
特
に
国
語

・
英
語
に
お
い
て
は
県
平
均
を
５
ポ
イ
ン

ト
以
上
上
回
り
ま
し
た
。

　

学
校
で
は
引
き
続
き
、「
基
礎
・
基
本
」

の
定
着
、
習
得
し
た
こ
と
を
「
活
用
」
す

る
力
の
育
成
に
力
を
入
れ
て
指
導
の
充
実

・
改
善
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
安
芸
太
田
町
の
教
育
の
特
色

と
し
て
、
東
京
大
学
や
全
国
の
教
育
委
員

会
と
連
携
し
て
進
め
て
い
る
「
新
し
い
学

び
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
よ
り
思
考
力
・
判

断
力
・
表
現
力
の
育
成
を
図
り
ま
す
。

　基礎・基本定着状況調査では、生活や学習について、質問紙による調査も行っています。
　その中で、本町の小学５年生・中学２年生とも、読書離れの傾向が見られます。一方で、平日のテ
レビ視聴やゲームの時間が県平均よりもやや多くなっていることがわかりました。家での過ごし方に
ついては、学校でも指導しますが、ご家庭でも声掛けをよろしくお願いします。

児童・生徒質問紙の回答から

6.1 9.4

11.8 18.829.8 30.927.8 21.414.7 12.714.1 12.9

39.4 50.0 28.1 12.5 9.418.2 30.3 12.1

47.3 55.9 25.7 12.4 6.026.5 16.8 9.4

15.2 31.342.4 31.315.2 15.621.2 12.5

■見ていない　　■1時間未満　　■1～2時間　　■2～3時間　　■3～4時間　　■4時間以上

■よく　　■やや　　■あまり　　■まったく

1.8 3.2

0.0 0.0
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ポイント

①対象
　居住されている住宅に合併処理浄化槽を設置
　しており、法定検査（第11条）を受けている方
※ただし、以下の条件に該当する方は対象となり
　ません。

○下水道等処理区域内である場合
○単独処理浄化槽を設置している場合
○アパート等共同住宅である場合
○事務所等であり住宅でない場合
○空家等であり居住されていない場合

②負担内容
　効率化検査…………… 5,000円
　ガイドライン検査…… 7,000円
③負担の方法
　浄化槽の法定検査を行う指定検査機関に対
　し、町が直接支払いをします。⇒対象者は
　指定検査機関からの請求がなくなります。
※ただし、10人槽より大きな合併浄化槽を設置さ
　れている対象者の方は、人槽に応じたガイドラ
　イン検査料金から町の負担額7,000円を差し引
　いた額を指定検査機関へお支払いください。

１．町が指定検査機関へ直接支払いを行うので、対象者へのお金の請求はありません。
２．対象となる方からの申請手続きは、必要ありません。

●ご不明な点がありましたら、住民生活課 ☎28−2116まで、お気軽にお問い合わせください。

保守点検や清掃を業者に頼んでいるのに、それでも法定検査を受けな
ければなりませんか？
法定検査は、保守点検や清掃が正しく実施されているかを県の指定検査機関が検査を行う
もので、いわば健康診断（自動車では車検）にあたります。このように、保守点検・清掃
と法定検査は趣旨、目的、内容等も異なるため、保守点検、清掃を行っていても、法定検
査は受けなければなりません。

　浄化槽は、微生物の働きを利用してトイレの排水や生活雑排水をきれいにしていますが、正しく使用し
ないと悪臭を放ち環境汚染の原因にもなります。

保守点検

清　　掃

浄化槽のメンテナンス：点検、調整、修理等

浄化槽内に生じた汚泥等の引き抜き、関連装
置・機器類の洗浄、清掃等

設置後の水質検査「７条検査」
毎年１回行う定期検査「11条検査」法定検査

※上記の３つの作業には、専門の業者や検査機関との契約等が必要です。

●公益社団法人　広島県環境保全センター
　・７条検査
　・11人槽以上を対象とした11条検査
　・10人槽以下を対象とした11条検査のうち５年に１回のガイドライン検査

●公益社団法人　広島県浄化槽維持管理協会
　・10人槽以下を対象とした11条検査のうち５年に４回の効率化検査

よくある
質問

Q

Ａ

法定検査は、県知事が指定した次の検査機関が実施しています。

法定検査の費用を町が負担しています。

～維持管理の３つの約束～

～浄化槽がしっかり働けるようきちんと管理しましょう～浄化槽は生きものです

※今年度の安芸太田町の10人槽以下の11条検査は、効率化検査です。
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○くらしの総合相談所（人権擁護委員）･･･ 毎月第２木曜日　10:00～15:00
　11月12日（木）…安芸太田町役場東館　12月10日（木）…中央集会所
○人権擁護委員、役場（本庁・各支所住民生活課）においても相談に応じています。

一人ひとりの人権が
大切にされるまちづくり

●問い合わせ先／住民生活課 ☎28−2116　加計支所 ☎22−1111　筒賀支所 ☎32−2121

電話相談窓口（法務省人権擁護局　全国人権擁護委員連合会）
平日／午前8時30分～午後5時15分

子どもの人権110番

みんなの人権110番 0570－0
ゼロ

0
ゼロ

3
みんな

－
の

1
ひゃくとおばん

10
0120－0

ゼロ

0
ゼロ

7
ナナ

－
の

1
ひゃくとおばん

10

～ひとりで悩まずに、 お気軽にご相談ください～

全国一斉 「女性の人権ホットライン」 強化週間の実施について

　法務局・地方法務局および都道府県人権擁護委員連合会では、男女差別やＤＶなど、女性をめぐる

さまざまな人権問題を積極的に把握し、問題解決の援助を行うため、専用電話相談「女性の人権ホッ

トライン」を常時開設しています。

　11月16日（月）から11月22日（日）までの間を、全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間とし、

広島法務局および広島県人権擁護委員連合会においても、相談時間を延長して電話相談に応じます。

【電話番号】0570－0
ゼロ

7
ナナ

0
ゼロ

－
の

8
ハートライン

10
【相談期間】平成27年11月16日（月）から11月22日（日）まで
【相談時間】午前8時30分から午後7時まで
　　　　　　ただし、土曜日・日曜日は午前10時から午後5時まで

第67回 人権週間 12月4日〜10日

　国際連合では、昭和23（1948）年12月10日の第３回総会において、世界人権宣言が採択されました。
これを受けて我が国では、翌年の昭和24年から毎年、12月４日から10日までの１週間を「人権週間」と
定め、全国的な人権啓発活動を行っています。
　「人権」とは人間が人間らしく生きる権利で、生まれながらに持つ権利であり、社会においてすべての
人々が生命と自由を確保し、誰もが他の人から傷つけられたりすることなく、安心して自由に行動できる
社会を実現するための権利で、誰にとっても身近で大切なものです。
　週間中は、町においても人権擁護委員による啓発活動や、人権フェスタなどを実施することにしていま
す。皆さんもこの機会に、広く人権問題について関心を高めましょう。
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安芸太田町国民健康保険からのお知らせ

就職した！会社を辞めた！ そんなときは、国民健康保険の届
け出が必要です。忘れずに、お早めに届け出をお願いします。

●問い合わせ先
　住民生活課 ☎28−2116　税務課 ☎28−2114　加計支所 ☎22−1111　筒賀支所 ☎32−2121

加入するとき やめるとき

こんなとき
●他の市町村から転入したとき
●職場の健康保険をやめたとき
●子どもが生まれたとき

●他の市町村に転出するとき
●就職して職場の健康保険に加入したとき
●被保険者が亡くなったとき

届出に
必要なもの

●退職した職場の健康保険をやめた
　証明書（扶養でなくなった時も）
●印かん

●就職した職場の健康保険証
　（扶養になった場合も）
●印かん　●国民健康保険被保険者証

届け出が
遅れると…

　保険税は、加入する資格ができた月から納めなければならないため、さかのぼっ
て保険税を納めることになります。また、やめる届け出をしないでいると、職場の
保険料などと二重に払ってしまうことがあります。
　加入・喪失の届け出は、14日以内に役場（本庁・各支所）住民生活課へお願い
します。

私は、夫の健康
保険の扶養に入った
のに、国保の請求が

来たわ？

それは、国保への
届け出がお済みでない
からです！新しい保険証
を持って役場に届けて
くださいね！

国保税は納期限内に収めましょう。

就職して、会社の健康
保険証持ってるのに、国保
の請求が親に来たって？
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　10月７日、安芸太田町まち・ひと・しごと創

生総合戦略推進会議（会長：伊藤敏安広島大学

大学院教授）の第３回会議を開催しました。

　議事において、事務局より「安芸太田町人口

ビジョン（案）」および「安芸太田町まち・ひと

・しごと創生総合戦略（案）」について説明を行

い、人口ビジョンに掲げる目標人口達成のため

の方策について、総合戦略と関連付けながら検

討を行いました。

　委員の皆さんには、人口ビジョン（案）に対

するご意見やご指摘、総合戦略（案）に盛り込

む内容について、さまざまなご意見をいただき

ました。

　推進会議の内容については、安芸太田町ホー

ムページに掲載しています。

安芸太田町まち・ひと・しごと創生総合
戦略推進会議（第３回）を開催しました。



住民生活課

みんなの国民年金

●広島西年金事務所　☎082−232−4171
●住 民 生 活 課　☎28−2116　●加計支所　☎22−1111　●筒賀支所　☎32−2121

手続き・問い合わせ先

　平成24年8月に成立した「被用者年金一元化法」により平成27年10月1日から、これまで
厚生年金と３つの共済年金に分かれていた被用者年金制度が厚生年金制度に統一されます。
○平成27年10月以降、厚生年金の決定・支払は、従来どおり、厚生年金被保険者期間分は日本
　年金機構、共済組合等加入期間分については各共済組合等で行います。
○厚生年金に関する届書等（注）は、日本年金機構（年金事務所）または各共済組合等どの窓口
　でも受付します（ワンストップサービス）。
　（注）①平成27年10月以降に受給権が発生した厚生年金に限ります。
　　　　②障害給付の届書等の一部の届書を除きます。

被用者年金一元化法が施行されました

主な変更点を先月号および今月号にかけてお知らせしています。

　・厚生年金に関する届書等（注）については、日本年金機構（年金事務所）または共済組合等のど
　　の窓口においても受付を行います（ワンストップサービス）。
　　（注）①平成27年10月以降に受給権の発生した厚生年金に限ります。
　　　　　②障害給付届書等の一部の届書を除きます。
　・「年金加入期間確認通知書」や「年金証書」等、他の実施機関に係る加入期間や年金額を明ら
　　かにする書類については、原則として添付が不要となります。

　・老齢厚生年金および遺族厚生年金（長期要件）については、それぞれの
　　加入期間ごとに各実施機関が決定・支払を行います。
　　※実施機関とは、厚生労働大臣（日本年金機構）、国家公務員共済組合、
　　　地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済を指します。
　・障害厚生年金、障害手当金および遺族厚生年金（短期要件）については、
　　それぞれ初診日または死亡日に加入していた実施機関が他の実施期間の
　　加入期間分も含め年金額を計算し、決定・支払を行います。

　被用者年金一元化にあわせて次の事項も変更されます。
　・年金額について、これまでの100円単位（50円未満切捨て50円以上切上げ）から１円単位（50
　　銭未満切捨て50銭以上切上げ）に変更します。
　・年金の各支払期の端数処理について、各支払月に１円未満の端数が生じたときはこれを切り捨
　　て、切り捨てた金額の合計額を翌年２月に支払われる年金額に加算します。
　・老齢厚生年金を受けている方が国会議員または地方議会議員である場合、議員報酬の月額およ
　　び期末手当の額と年金の額に応じて、年金の一部または全額が支給停止となります。

○届書等の受付について

○年金の決定・支払について

○その他
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居宅介護 （予防） 住宅改修費の

支給について

居宅介護 （予防） 住宅改修費の

支給について

※くわしくはケアマネジャー（介護支援専門員）、または福祉課（☎25−0250）にお問い合わせください。

支給対象となる住宅改修

費用と限度額　

事前申請が必要です

住宅改修費の支払方法

　介護保険では、要支援・要介護認定を受けた方が在宅での生活環境を整えるために、介護保険サービス
の対象となる住宅改修を行った場合、支払った金額の９割（上限額18万円）、または一定以上の所得があ
る方については８割（上限額16万円）が、住宅改修費として支給されます。
（注）入院している場合や施設に入所している場合は対象になりません。

①手すりの取付け
②段差の解消
③滑り防止、移動の円滑化などのための床材の
　変更
④引き戸等への扉の取替えや撤去
⑤洋式便器などへの便器の取替え
⑥その他、これらの住宅改修に伴って必要とな
　る住宅改修（通路などの傾斜の解消など）

●同一住宅につき、一人あたり20万円（改修費）
　が申請限度額です。
　＊原則として１回限り
　＊限度額20万円以内であれば、数回に分けて
　　使うことも可能です。

●介護保険の対象とならない工事もありますので、
　まずケアマネジャー（介護支援専門員）に相談
　しましょう。
●ケアマネージャー（介護支援専門員）を通して
　住宅改修が必要な理由書や見積書、施行前の状
　態が確認できる写真、平面図等を添えて、事前
　に福祉課へ申請してください。
●事前に介護保険の対象となる許可が出てから改
　修工事を着工してください。
　＊許可前に改修工事に着工していると、介護保
　　険の対象にはなりませんので、ご注意くださ
　　い。

住宅の新築・リフォームの計画はありませんか
広告 広告

一級建築士が住まいのご相談に乗ります。
見積は無料です。お気軽にご相談ください。

土木・建築設計施工

筒賀建設株式会社

☎0826－28－1877

一級建築士事務所　ISO9001認証取得

本　社／安芸太田町大字中筒賀540−2
事務所／安芸太田町大字上殿1791−1

●畦畔・農業施設
●宅内排水工事
●浄化槽設置工事
●空家の管理

その他こんな事も…

佐々木治療院
（マッサージ・はり）

広島県山県郡安芸太田町加計3799−11

☎0826−22−1514
□営業時間／月～土曜日　午前9時～午後6時
□定 休 日／毎週日曜日（要請に応じる場合もあり）

①手すり

④引き戸

②段差の解消　など

●住宅改修にかかった費用は、いったん全額自己
　負担になります。
●工事終了後、領収書などを添付して事後申請を
　行い、工事の内容が給付対象であれば、申請上
　限額（20万円）内で改修費の９割または８割
　相当額が支給されます。
　＊住宅改修費の上限を
　　超える部分や介護保
　　険の対象にならない
　　部分は全額、自己負
　　担となります。

事前申請を
忘れないで!
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●問い合わせ先／健康づくり課　☎22−0196

　10月24日、保育まつりにおいて、山県歯科衛生地域連絡協議会が「はつ
らつ家族表彰」を行いました。これは、昨年度３歳児歯科検診でむし歯のな
かった親子に対して贈られるものです。
　今年度は11組の親子が受賞されました。

11月８日はいい歯の日

　家族みんなで丈夫な歯を保つために、定期的な
歯科検診、歯磨きを心がけ、いつまでも自分の歯
でおいしく食べましょう。
　11組の親子の皆さんおめでとうございます。

「おくりたい未来の自分にきれいな歯」

受賞者の方々
①大庭　悠生ちゃん・由弥さん
②小笠原　晴ちゃん・亜矢子さん
③小田　　匡ちゃん・和子さん
④紙田　雄生ちゃん・麻由子さん
⑤川中　柚季ちゃん・志保子さん
⑥佐々木詩太ちゃん・一さん
⑦佐々木仁愛ちゃん・奈奈さん
⑧佐々木玲夢ちゃん・里沙さん　
⑨佐藤　士元ちゃん・万希子さん
⑩田渕　朔弥ちゃん・あずささん
⑪森脇　梨心ちゃん・英恵さん　

地域包括支援センターです
「唾液が出ない」 「むせる」 「飲み込みにくい」 といわれる方は必見！

　ペコぱんだという舌圧トレーニング用具を用いて舌の力を高めます。
教室の始まりと終わりに舌圧の測定をします。
　教室終了時にはほとんどの参加者が舌の力が強くなっており、お口
の機能が改善しています。

お知らせ!!

先月に引き続き今月は介護予防教室の「おいしい教室」の紹介です。
　３か月間、４回の教室でお口の機能を改
善する教室です。
　お口の中を清潔に保つことや、入れ歯の
調整、お口の体操や舌圧の力を高めること
により、唾液が出やすくなったり、食べ物
が飲み込みやすくなります。
　また、肺炎の予防にもつな
がります。

●問い合わせ先／安芸太田町地域包括支援センター（健康づくり課内）　☎22−2031
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。
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時
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☆
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国際交流だより

新しく加計の町にリネンサプライ工場がオープンします!!
広告

レベッカのページ

　イギリスの11月５日は、「ボンファイヤ・ナイト

（たき火の夜）」と言います。

　これは、1605年に国会議事堂の爆破未遂事件が

起こりました。当時、カトリック教に対して、とて

も厳しい法律があったので、カトリック教徒は怒っ

ていました。カトリック教徒は、プロテスタントの

ジェームズ１世を暗殺し、イングランドをカトリッ

ク教に戻そうと陰謀を企てました。このことを後に

「火薬陰謀事件」と呼んでいます。

　地下室に36個の火薬が入った樽が積まれ、11月

５日の国会議事堂の開会日に爆発させる計画でした。

幸いにもジェームズ１世の側近が、反乱軍が家族に

出した警告の手紙を手に入れたことにより計画が発

覚したので、樽が爆発する前に計画はくじかれまし

た。ロンドンの人々はこの企ての失敗を祝うために

たき火をしました。11月５日は法により1859年

まで254年間、祝日として祝いました。

　捕らえられたグループの中の男性の一人は「ガイ

・フォークス」と呼ばれていました。火薬の計画の

主犯ではなかったのですが、重要な役割をもってい

ました。彼は計画が実行されていれば、国会議事堂

の下で火薬に火をつける役割でした。後に裁判にか

けられ、死刑に処せられました。

　13世紀くらいから、悪霊を追い出すためにダミー

がたき火で焼かれていました。1605年の火薬陰謀

事件の後、犠牲の焦点は「ガイ・フォークスの反逆

罪」に切り替えられ、“ガイ・フォークス”のダミー

をたき火の上に置いて燃やすようになりました。

　たき火の前夜、子どもたちは紙やわらを古い服に

つめてかかしのように作った「自前のガイ」と一緒

に近所の人に「ガイのためのペニー」をおねだりし

て、もらったお金でお祭りの花火を買っていました。

これは、花火を買うための伝統として行われていま

したが、今はありません。花火は、ガイ・フォーク

スが国会議事堂の地下に隠した火薬を意味していま

す。
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　ガイ・フォークスの人形を燃やすたき火で料理も

します。たき火の上にアルミホイルでくるんだジャ

ガイモを調理したり、スープを温めたりします。花

火を見に来た人は、その料理も楽しみます。

　たき火の夜に食べられる伝統的なケーキは「パー

キンケーキ」です。重くて、スパイシィなオートミ

ールで作られたジンジャーブレッドです。また、た

き火でタフィーも作ります。タフィーは、砂糖、黒

糖蜜とバターで作ります。「タフィーりんご」もあ

ります。砂糖とゴールデンシロップを混ぜたものを

りんごのまわりにつけたものです。

　たき火の夜に祝う理由を忘れないために歌があり

ます。

“Remember,remember!

　The fifth of November,

　The Gunpowder treason and plot;

　I know of no reason

　Why the Gunpowder treason

　Should ever be forgot!

「おぼえよう、おぼえよう　１１月５日の日、火薬

の反逆と陰謀；火薬の反逆を忘れてはいけない !」

　たき火の夜は、北アイルランドを除くイギリスだ

けでなく、カナダ、ニュージーランドの一部の地域

全体で祝われます。

洗濯したタオル類をたたんでいただける“内職さん”を大募集しております!!

☎0829－31－2201 担当／矢田

本社／廿日市市串戸一丁目６番2号
〒731−3412 安芸太田町坪野9番6号

１．とっても簡単な作業です。
２．あいた時間を有効に利用
　 できます。
３．商品の納品・回収は当社
　 が決められた日時にお伺
　 いして行います。

広報安芸太田　平成27（2015）年　11月号

興味のある方は本社までお気軽にお電話ください。

〈加計工場〉

来年3月OPEN予定

Bonf i re  N ight .



 

『ひみつのきもちぎんこう』

『フランダースの犬』

『トミカ超図鑑デラックス』

『びっくりおおかみ』

『白いイルカの浜辺』

『できることおてつだい』

『そらとぶじゅうたんでせかいいっしゅう』

『冒険！発見！大迷路巨大昆虫の島』

図書館
　だより 筒賀分室 筒賀ふれあいプラザ内

　☎32-2601

戸河内分室 地域支援センター内
　☎28-1966

本　　館 川・森・文化・交流センター内２階
　☎22-1213
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BOOK

☆筒賀分室おはなし会♪
　筒　賀／11月20日（金）10:00

広報安芸太田　平成27（2015）年　11月号

読んでミンサイ新刊案内♪
新しい図書館の仲間をちょっとだけ紹介するよ!

児
童
書

一
般
書

『運は創るもの』

『女神めし　佳代のキッチン２』

『家族連写』

『日本の火山図鑑』

『野球と広島』

『金魚姫』

『妻が遺した一枚のレシピ』

『プロフェッション』

本館月末休館日１１月２７日（金）

★移動図書館やまびこ号運行日

11月10日（火）・12日（木）・13日（金）

日 時／１１月２１日（土） 10:30～

場 所／川・森・文化・交流センター 1Ｆ　和室

参加費／無料

★絵本の読み聞かせ （野うさぎ文庫）

★人形劇 「ドレミファンタジー」 ・ 「三枚のお札」 （むくの会）
内容

★わくわくおはなし会開催 ★

　ウルグアイのム

ヒカ大統領の伝説

のスピーチ。

　人間の幸せにつ

いて、根源的なこ

とをシンプルに伝

えてくれます。

　今年も広島県市町村職員互助会様より、たく

さんの本を寄贈していただきました。

　その中から１冊紹介します。

『世界でいちばん貧しい　　　　　
　　　　　　　　　大統領のスピーチ』
くさばよしみ／編
　中川学／絵

汐文社

今月のおススメ本

みんなきてね!

※同時に１階フロアーでフリーマーケットも開催しています。（10:00〜13:00）



安芸太田町は… 　　 3,167人　 　  3,662人 　  6,829人　3,253世帯  2015年(平成27年)10月31日現在

今月の当番医

来月の当番医

11月

12月

し尿収集日

11月　　
９日（月） 丁川・田之原・穴阿・川登・勝草

10日（火） 上本郷・吉和郷・打梨・那須
11日（水） 小板・松原・板ヶ谷・川手・柴木・梶ノ木
12日（木） 香草・古市・新町・神田町・空条
16日（月） 天神町・巴町・道の口
17日（火） 見入ケ崎・加計上原・鮎ケ平・殿賀一円
18日（水） 遅越・辻ノ河原
19日（木） 加計土居・滝本
20日（金） 鵜渡瀬・木坂・山崎・上調子
24日（火） 津浪・附地・光石
25日（水） 上殿一円
26日（木） 坪野・上久日市・下久日市・筒賀全域
27日（金） 本町・東旭町・西旭町
30日（月） 宇佐・程原・安野・修道一円
12月　　
１日（火）

遊谷・戸河内土居・寺領一円・月の子
杉の泊・穴袋・草尾・温井・猪山・平見谷

４日（金） 下本郷・田吹・横川
７日（月） 丁川・田之原・穴阿・川登・勝草
８日（火） 上本郷・吉和郷・打梨・那須
９日（水） 小板・松原・板ヶ谷・川手・柴木・梶ノ木
10日（木） 香草・古市・新町・神田町・空条
14日（月） 天神町・巴町・道の口

６日（日）清水医院（内科・小児科・リウマチ科）

13日（日）安芸太田病院（救急サブセンター）

20日（日）落合整形外科内科（整形外科）

23日（水）安芸太田病院（救急サブセンター）

27日（日）安芸太田戸河内診療所（内科）

29日（火）安芸太田病院（救急サブセンター）

30日（水）安芸太田病院（救急サブセンター）

31日（木）安芸太田病院（救急サブセンター）

８日（日）落合整形外科内科（整形外科）

15日（日）清水医院（内科・小児科・リウマチ科）

22日（日）安芸太田病院（救急サブセンター）

23日（月）安芸太田戸河内診療所（内科）

29日（日）安芸太田病院（救急サブセンター）

今月の納税等

○固定資産税……………………第４期
○国民健康保険税………………第６期
○後期高齢者医療保険料………第５期
○介護保険料……………………第８期
（納期限:11月30日）
　※納期限を必ず守りま
　　しょう

11月

税に関する絵はがき
コンクール作品

29

■開催日／11月22日（日） 
■集合場所／川・森・文化・交流センター
■受　付／8:30～　出発／9:00
■コース／4㎞、7㎞　■参加費／100円

第105回 月例ウォーキング

ひろしま環境の日
広島県では、毎月第一土曜日を「ひろしま環境の日」
と定めています。まずは、できることから!! みんな
でエコな活動を率先して実践していきましょう。

やってみよう省エネ生活！
～できるだけ階段を利用しよう～

●問い合わせ先／住民生活課　☎28−2116

12月5日（土）のテーマは、

広報安芸太田　平成27（2015）年　11月号

平成27年度 粗大ごみ収集日程 第3回

○粗大ごみ券（１枚 400円）はよく見えるところにし
　っかり貼って、指定収集場所へ出してください。

日 曜日 地　　　　　　　区

戸
河
内
地
区

11
月
13
日
金

戸河内土居・上本郷・下本郷・田吹
吉和郷・那須・打梨・野為・戸河内槙ヶ原
川手・柴木・板ケ谷・戸河内松原・小板
梶ノ木・遊谷・横川
※那須・打梨・横川は電話予約が必要です。

11
月
20
日
金

長田・中央・箕角・与一野・才中得・寺領
長原・猪山・平見谷・鹿龍頭

加
計
地
区

月の子・草尾・上杉・下杉・穴袋・温井
※草尾は電話予約が必要です。

11
月
27
日
金

川登・穴阿・田之原・丁川・神田町・新町
古市・空条・本町・東旭町・西旭町
天神町・巴町・道の口・滝本・加計土居
上調子・加計山崎・見入ケ崎・加計上原
鮎ケ平・西調子・明ケ谷・穂坪・高下
上堀・下堀 ・江河内・垰・鵜渡瀬・木坂

12
月
４
日
金

辻ノ河原・遅越・香草・津浪・附地・宇佐
光石・坪野・来見・船場・津都見・程原
久日市・横山・野影・香郷・千本・名護木
昌原・穴上原・穴槙ケ原・周川・田野原
出口・五反田・穴本郷・坂根・芦杉・早木
澄合・黒峠
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平成27年度広島県緑化ポスター原画

コンクールで小学校の部特選を受賞

　殿賀小学校２年小
お

野
の

松
まつ

優
みい

雛
な

さんが、「平成27年度広島県緑化ポス

ター原画コンクール」で小学校の部特選を受賞しました。

　小野松さんの作品は、「平成28年度用国土緑化運動・育樹運動ポ

スター原画コンクール」に広島県代表として出品されます。

満1歳の誕生日
おめでとうございます。

※掲載にあたっては保護者
　のご了解を得ています。

末
すえ

次
つぐ

 鷹
たか

信
のぶ

ちゃん

【鵜渡瀬】

これからも色々な表情を
見せて、元気に育ってね。

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

そうたくんは可愛い
みんなの天使　

これからも元気に
大きくなってね♪♪

三
み

原
はら

 颯
そう

太
た

ちゃん

【津浪レ組】

★広島県緑化ポスター原画　小野松優雛さんの絵のコメント
大きな木の下で、妖精たちが木の枝やはっぱを使って、みんなで
楽しくくらす家を作っています。
大きな木の上で、りすが楽しそうにそれを見ています。
大きな木からは、おいしいりんごやなしなどのくだものがたくさ
んとれます。

戸河内幼稚園　

年中児

開催しました!開催しました!
１０月２４日

保育まつり
保育まつり

年長児

年少児

おはなし 「FIVE  Little  MONKEYS」

和太鼓 「きらきら星変奏曲」 「しょうじょうじの狸囃」

ダンス　「手のひらを太陽に」

マーチングバンド 「凱旋行進曲」 「木曾節 ・ ソーラン節」


